
統 計 の 概 要 

 

 

１ 統計の目的 

 この統計は、医療保険制度における医療の給付の受給者に係る診療行為の内容、傷病の状況、

調剤行為の内容、薬剤の使用状況等を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを

目的とする。 

 

 

２ 集計対象 

 全国の保険医療機関及び保険薬局から社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保険団体

連合会に提出され、令和７(2025)年８月審査分として審査決定された医療保険制度の診療報酬明

細書及び調剤報酬明細書のうち、｢匿名医療保険等関連情報データベース（以下「ＮＤＢ」とい

う。）」に蓄積されているもの全てを集計対象とした。 

 

 診療報酬明細書又は調剤報酬明細書（件数） ［参考］ 

  施 設 数 2) 総  数 一般医療 後期医療 

医   科 1) 

病  院 

診 療 所 

89 969 318 

22 042 416 

67 603 078 

62 528 070 

13 512 026 

48 789 131 

27 441 248 

8 530 390 

18 813 947 

93 001 

7 994 

84 402 

歯   科 22 064 060 17 351 199 4 712 861 61 940 

保 険 薬 局 60 486 804 41 554 980 18 931 824 60 965 

注：１）「医科」には、データ上で「病院」「診療所」別を取得できなかったものを含む。 

２）「施設数」は、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書がＮＤＢに蓄積されていた保険医

療機関又は保険薬局の数である。 

 

 

３ 集計事項 

診療報酬明細書 …… 年齢、傷病、診療実日数、診療行為別点数・回数及び薬剤の使用状況等 

調剤報酬明細書 …… 年齢、処方箋受付回数、調剤行為別点数・回数及び薬剤の使用状況等  
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４ 利用上の注意 

（１）表章記号の規約 

計数のない場合         －   表章単位の２分の１未満の場合    0,0.0 

統計項目のあり得ない場合    ・   減少数（率）の場合         △ 

（２）掲載の数値は、四捨五入しているため掲載している数値との計算結果が一致しない場合があ

る。 

（３）集計は、一次審査分であり、再審査、返戻等は含まない。 

（４）診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の集計は、記録された内容に基づき集計した結果である。 

（５）診療行為・調剤行為別－総数には、「補正点数」等を含むため、内訳の合計と「総数」は一致

しない場合がある。 
（６）診療行為分類「診断群分類による包括評価等」は、包括評価（ＤＰＣ／ＰＤＰＳ）の所定点

数及び特定入院料に関する加算である。 

（７）令和４(2022)年度調剤報酬改定において、薬局・薬剤師業務の評価体系の見直しがあり、調

剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和３(2021)年以前の数値との

比較には留意が必要である。 

（８）令和６(2024)年度の診療報酬改定より改定の施行月が従来の４月から６月となったことに伴

い、集計対象月を６月審査分から８月審査分に変更したため、令和５(2023)年以前の数値との

比較には留意が必要である。 
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